
 

〔
個
人
研
究
〕 

 

勧
修
寺
蓮
光
房
良
勝
に
つ
い
て 

増
山 

賢
俊 

 
 

 

  

一
、 

は
じ
め
に 

 

小
野
阿
闍
梨
蓮
光
房
良
勝
（
一
〇
七
九
？
～
一
一
五
九
～
（
一
一
六
一
以
降
か
）
）
は
院
政
期
に
活
躍
し
た
勧
修
寺
僧
と

み
ら
れ
、
勧
修
寺
大
僧
都
厳
覚
（
一
〇
五
六
～
一
一
二
一
）
の
付
法
の
弟
子
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
法
を
大
法
房
実
任
（
一

〇
九
七
～
一
一
六
九
）
に
授
け
て
い
る
。
前
稿
に
お
い
て
実
任
の
法
流
と
そ
の
事
績
を
探
り
、
年
譜
を
作
成
し
た
。
そ
こ
で
、

実
任
の
師
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
良
勝
、
中
納
言
阿
闍
梨
増
俊
（
一
〇
八
四
～
一
一
六
五
）
、
厳
覚
、
高
野
山
釈
迦
院
覚
心

（
生
没
年
未
詳
）
、
真
禅
房
懐
誉
（
～
一
一
三
〇
～
）
の
六
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
最
も
実
任
に
影
響
を
与
え
た
師
は
良

勝
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
厳
覚
の
弟
子
で
あ
る
勧
修
寺
法
務
寛
信
（
一
〇
八
四
～
一
一
五
三
）
、
増
俊
、
安
祥
寺

律
師
宗
意
（
一
〇
七
四
～
一
一
四
八
）
と
比
較
す
る
と
そ
の
事
績
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
良
勝
も
ま
た
院
政
期
の
勧

修
寺
流
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
事
績
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
良
勝
に
関
す
る
先

行
研
究
と
し
て
柴
田
賢
龍
氏
の
研
究
が
あ
る
が
、
新
し
い
資
料
を
用
い
詳
細
に
検
討
し
た
。
重
複
す
る
点
は
多
い
が
、
再
度

原
資
料
に
戻
っ
て
確
認
し
た
。
そ
こ
か
ら
良
勝
の
伝
記
・
事
績
を
見
直
し
て
み
た
い
。
見
解
の
相
違
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
の

指
摘
は
省
略
す
る
け
れ
ど
も
、
多
く
の
点
で
参
考
に
し
た
。 
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二
、 

良
勝
の
事
績 

１
、 

良
勝
の
出
自
に
つ
い
て 

 

良
勝
の
数
少
な
い
伝
記
の
中
で
『
伝
燈
広
録
』
に
よ
れ
ば 

 
 
 
 

勸
修
寺
很
光
坊
の
阿
闍
梨
良
布
の
傳 

 
 

闍
梨
、
名
は
良
布
。
字
は
很
光
。
櫻
町
三
位
重
士
の
律
師
と
曰
ふ
。
泙
左
府
從
一
位
道
長
の
子
。
［
頭
註
或
る
傳
に
初

め
良
雅
の
弟
子
と
為
す
○ロ
］
性
利
潰
捷
に
し
て
書
畫
に
達
す
。
聲
利
稍
貴
し
。
金
峯
山
の
大
先
達
と
揚
す
。
嚴
覺
病
席

に
就
く
。
布
、
藥
を
侍
（
持
○イ
）
し
、
塵
を
掃
ふ
こ
と
日
有
り
。
嚴
、
其
の
意
を
感
じ
、
食
邑
の
水
田
を
分
か
つ
て
、

之
れ
に
與
ふ
。
布
、
欽
し
み
て
言
く
、
「
我
、
世
財
を
欲
せ
ず
、
安
ん
ぞ
其
の
賜
を
承
け
ん
や
。
偏
に
最
上
乗
の
心
印

を
庶
ふ
。
授
與
せ
ら
れ
れ
ば
、
則
ち
世
世
に
身
命
を
惜
し
ま
ず
、
影
の
如
く
値
蓚
せ
ん
」
嚴
、
深
く
褒
嘆
し
て
曰
く
「
今

何
の
刻
ぞ
や
」
「
寅
の
時
な
り
」
と
言
ふ
。
師
の
曰
く
「
噫
、
善
き
か
な
。
儞
、
身
口
を
洗
漱
せ
よ
」
便
ち
威
儀
を
裝

へ
て
、
以
て
無
上
最
乘
の
密
璽
を
付
す
。
是
れ
を
寅
の
時
の
印
信
と
言
ふ
。
布
、
流
涕
し
九
拜
し
て
膠
く
。
爾
る
後
、

榮
然
等
相
承
し
傳
來
す
。
寂
年
月
を
知
ら
ず
。
付
法
八
人 

良
弘 

行
心
（
詳
ら
か
な
ら
ず
） 

寶
［
實
○イ
］
布
（
醍

醐
山
。
詳
ら
か
な
り
） 

義
圓
（
詳
ら
か
な
ら
ず
） 

舜
嚴
（
詳
ら
か
な
ら
ず
） 

滿
意
（
同
） 

寶
［
實
○イ
］
任
（
綜

瓶
） 

＊
引
用
の
中
、
割
書
き
は
（ 

）
に
よ
り
、
傍
注
は
注
記
箇
所
の
横
に
〈
○傍 

 
〉
に
よ
っ
て
示
し
た
。
ま
た
［ 

］
は
校
訂
者
に
よ
る
校
注
。
行
取
り
は
改
め
た
。

以
後
の
引
用
文
も
同
様
。 

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
良
勝
は
「
桜
町
三
位
重
士
の
律
師
」
と
い
わ
れ
、
藤
原
道
長
（
九
六
六
～
一
〇
二
七
）
の
息
で

あ
り
、
金
峯
山
大
先
達
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
師
の
厳
覚
臨
終
の
時
に
「
寅
の
時
の
印
信
」
を
授
け
ら
れ
た
と
あ
り
、

（
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寂
年
月
は
不
明
と
さ
れ
る
。
付
法
の
弟
子
と
し
て
良
弘
、
行
心
、
宝
（
実
）
勝
、
義
円
、
舜
厳
、
満
意
、
宝
（
実
）
任
の
名

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

ま
ず
出
自
に
つ
い
て
、
『
伝
燈
広
録
』
に
「
泙
左
府
從
一
位
道
長
の
子
」
と
あ
る
が
、
藤
原
道
長
と
良
勝
と
は
時
代
が
異

な
る
。 

『
密
教
大
辞
典
』
で
は
『
伝
燈
広
録
』
を
典
拠
に
挙
げ
た
上
で
「
藤
原
道
良
」
と
し
て
い
る
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、

良
勝
は
大
蔵
卿
従
三
位
源
道
良
（
一
〇
五
〇
～
一
一
一
一
）
の
息
と
さ
れ
る
。
父
の
道
良
は
ま
た
正
二
位
太
皇
大
后
大
夫
権

大
納
言
源
経
長
（
一
〇
〇
五
あ
る
い
は
一
〇
一
二
～
一
〇
七
一
）
の
息
と
し
て
も
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
脇
に
は
中
納
言
源
資

綱
（
一
〇
二
〇
～
八
二
）
の
子
で
あ
る
と
注
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
源
資
綱
の
息
に
も
道
良
の
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
『
中

右
記
』
や
『
公
卿
補
任
』
に
お
い
て
も
実
に
は
資
綱
の
子
で
あ
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
に
は
、
三
宝
院
大
僧
正
定
海
（
一
〇
七
四
～
一
一
四
九
）
の
付
法
の

弟
子
に
良
勝
の
名
が
あ
り
、
そ
の
注
記
に
「
櫻
町
三
位
阿
闍
梨
。
大
峯
先
達
。
大
蔵
卿
源
道
良
―
。
高
名
倦
工
」
と
あ
り
、

父
と
し
て
源
道
良
の
名
が
見
ら
れ
る
。 

ま
た
、
『
醍
醐
雑
事
記
』
「
櫻
町
十
齊
堂
」
の
項
や
そ
れ
を
引
用
し
た
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
「
櫻
町
十
齊
堂
篇
」
に
は 

 
 

一
櫻
町
十
齊
堂
（
三
間
四
面 

比
皮
葺
） 

 
 
 

十
齊
佛
を
安
置
し
奉
る
（
各
三
尺
）
。 

 
 

願
主
大
炊
殿
（
權
中
笋
言
源
家
賢
の
女
）
此
の
堂
跡
は
慶
順
上
座
の
領
な
り
。
次
で
得
大
寺
法
印
靜
意
、
之
を
傳
へ

房
を
立
つ
。
次
で
良
布
阿
闍
梨
、
之
を
傳
領
す
。
此
の
時
彼
の
堂
を
立
て
ら
る
る
な
り
。 

と
あ
り
、
良
勝
は
徳
大
寺
法
印
静
意
（
一
〇
六
九
～
一
一
五
一
）
か
ら
伝
領
し
た
所
領
に
十
斎
堂
を
建
立
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
の
十
斎
堂
は
三
間
四
面
の
堂
舎
で
各
々
三
尺
か
ら
な
る
十
斎
仏
（
定
光
仏
、
薬
師
如
来
、
普
賢
菩
薩
、
阿
弥
陀
如

（
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来
、
観
世
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
、
地
蔵
菩
薩
、
毘
盧
舎
那
仏
、
薬
王
菩
薩
、
釈
迦
如
来
）
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
十

斎
堂
は
、
権
中
納
言
源
家
賢
（
一
〇
四
八
～
一
〇
九
五
）
の
女
で
あ
る
大
炊
殿
が
願
主
と
な
っ
て
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
家
賢
は
源
資
綱
の
息
と
さ
れ
、
良
勝
の
父
道
良
の
兄
弟
と
な
る
。
ま
た
良
勝
が
、
桜

町
三
位
阿
闍
梨
と
呼
ば
れ
た
り
、
良
勝
建
立
の
十
斎
堂
が
桜
町
十
斎
堂
と
称
さ
れ
た
り
す
る
の
は
、
父
道
良
の
邸
宅
が
桜
町

（
現
京
都
市
東
山
区
芳
野
町
）
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。 

以
上
か
ら
、
良
勝
の
父
道
良
は
醍
醐
源
氏
高
明
の
系
統
で
源
資
綱
の
息
と
し
て
生
ま
れ
、
宇
田
源
氏
敦
実
親
王
（
八
九
三

～
九
六
七
）
息
、
重
信
（
九
二
二
～
九
九
五
）
の
孫
経
長
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。
良
勝
が
家
綱
の
女
大
炊
殿
を
願
主
し
て

桜
町
十
斎
堂
を
建
て
て
い
る
の
は
、
父
道
良
と
家
賢
の
繋
が
り
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
良
勝
は
父
道
良
を

通
じ
て
醍
醐
源
氏
と
繋
が
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

 
 
 

２
、 

良
勝
の
生
没
年
に
つ
い
て 

次
に
、
良
勝
の
生
没
年
に
つ
い
て
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』
に
は
、
厳
覚
の
付
法
と
し
て
良
勝
の
名
が
あ
げ
ら
れ 

 
 

〈
○傍
嚴
覺
付
法
。
第
十
九
〉 

 
 

小
野
阿
闍
梨 

（
良
檜 

很
光
韓
。
或
い
は
荵
士
阿
闍
梨
） 

 
 
 
 
 
 
 

永
久
二
年
十
月
十
九
日
尾
―
金
。
嚴
覺
大
遅
綾
に
隨
つ
て
灌
頂
を
受
く
（
三
十
六
）
、
囂
塵
を
猒
い
永
く

閑
静
を
欣
ひ
白
川
の
草
庵
に
蟄
居
す
。
法
務
、
召
樽
し
て
勸
修
寺
西
明
院
に
居
住
せ
し
む
。
年
月
日
入
滅
。 

〈
○傍
大
法
房
〉 

 
 
 
 
 
 

 

―
實
任 

（
保
延
三
年
九
月
二
十
三
日
翼
―
日
―
之
れ
を
授
く
。
師
五
十
九
資
。
資
四
十
一
。
） 

 
 
 
 
 
 

 

―
源
意 

（
10
） 

（
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） 
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―
意
檜 

 
 
 
 
 
 

 

―
滿
覺
（
少
補
［
マ
マ
］
阿
闍
梨
） 

 
 
 
 
 
 

 

―
良
弘
（
常
光
院
。
仁
徘
二
年
壬
申
七
月
一
日
甲
午
張
―
金
―
六
波
羅
南
邊
很
明
院
に
於
て
之
れ
を
授
く
。

師
七
十
六
。
資
二
十
三
） 

―
―
―
（
省
略
） 

 
 
 
 
 
 

 
―
行
恭
（
法
印
） 

 
 
 
 
 
 

 

―
行
秀 

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
永
久
二
（
一
一
一
四
）
年
十
月
十
九
日
、
三
十
六
歳
の
時
に
厳
覚
か
ら
灌
頂
を
授
け
ら
れ
て
い

る
。
白
河
の
草
庵
に
蟄
居
し
て
い
た
が
、
勧
修
寺
法
務
寛
信
に
召
請
さ
れ
、
最
明
院
に
居
住
し
た
と
あ
る
。
白
河
の
草
庵
の

場
所
に
つ
い
て
特
定
は
難
し
い
。
そ
し
て
実
任
に
は
、
保
延
三
（
一
一
三
七
）
年
九
月
二
十
三
日
、
五
十
九
歳
の
時
に
灌
頂

を
授
け
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
源
意
、
意
勝
、
少
輔
阿
闍
梨
満
覚
、
常
光
院
良
弘
、
行
海
法
印
、
行
秀
の
名
が
見
ら
れ
る
。

良
弘
に
は
仁
平
二
（
一
一
五
二
）
年
、
良
勝
七
十
六
歳
の
時
に
六
波
羅
南
辺
の
蓮
明
院
に
お
い
て
灌
頂
を
授
け
た
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、永
久
二
年
に
三
十
六
歳
で
あ
り
、保
延
三
年
に
五
十
九
歳
で
あ
っ
た
と
す
る
と
仁
平
二
年
に
は
七
十
四
歳
と
な
り
、

こ
の
「
七
十
六
」
と
あ
る
の
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
仁
平
二
年
に
お
け
る
伝
授
は
、
醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資

相
承
血
脈
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
、
東
寺
観
智
院
金
剛

蔵
『
真
言
付
法
血
脈
図
』
に
も
載
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
『
血
脈
類
集
記
』
に
は 

 

良
檜
―
興
然
（
徘
治
元
年
十
一
月
二
十
三
日
癸
卯
日
兪
室
宿
。
重
受
。
年
三
十
九
。
年
六
十
四
。
永
伜
元
年
四
月
十
二

日
醍
醐
方
、
之
れ
を
重
受
し
奉
る
。
年
四
十
） 

（
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（
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と
あ
り
、
良
勝
が
直
接
勧
修
寺
理
明
房
興
然
（
一
一
二
一
～
一
二
〇
三
）
に
灌
頂
を
授
け
て
い
る
よ
う
に
記
さ
れ
る
が
、
『
四

巻
』
に
は
実
任
か
ら
の
受
法
に
お
い
て 

 
 

徘
治
元
年
（
歳
次
己
卯
）
十
一
月
二
十
三
日
（
癸
卯 

日
兪
鵜
宿
）
、
之
を
蒙
る
。
興
然
（
生
年
三
十
九 

師
六
十
四
） 

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
平
治
元
（
一
一
五
九
）
年
の
授
法
は
、
実
任
か
ら
興
然
へ
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
良
勝
が
授
け

た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
血
脈
類
集
記
』
の
記
事
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
『
祈
雨
日
記
』
の
天
承
元
（
一
一
三
一
）
年
二
月
「
醍
醐
寺
祈
雨
孔
雀
御
読
経
」
の
記
事
に
お
い
て 

 
 

右
中
弁
泙
原
咆
臣
顯
賴
等
傳
へ
宣
す
。
權
大
笋
言
源
咆
臣
能
俊
宣
す
。
勅
を
奉
る
。
去
る
年
夏
の
比
、
炎
旱
の
事
に
依

り
、
權
少
遅
綾
定
恭
を
し
て
、
醍
醐
寺
に
於
い
て
孔
雀
經
を
轉
讀
せ
し
む
る
の
間
、
甘
雨
忽
ち
に
降
る
。
効
驗
既
に
顯

な
り
。
宣
し
く
阿
闍
梨
伍
口
彼
の
寺
に
置
か
し
む
て
へ
り
。 

 
 
 
 
 

天
承
元
年
二
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 

左
大
樢
算
博
士
能
登
介
小
槻
宿
斑
（
政
重
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈
○傍
盛
仲
男
〉 

と
あ
り
、
続
い
て
同
日
醍
醐
寺
に
下
さ
れ
た
太
政
官
牒
を
引
き 

 
 
 

ま
さ
に
阿
闍
梨
伍
口
を
置
く
べ
き
事 

 
 

（
中
略
） 

 
 

天
承
元
年
二
月
廿
八
日 

 
 
 

正
五
位
下
行
左
大
樢
算
博
士
能
登
介
小
槻
宿
斑
（
政
重
） 

解
澪
を
放
つ
（
三
月
四
日
。
同
五
月
十
九
日
宣
旨
。
去
る
十
六
日
最
布
講
を
始
め
ら
れ
て
自
り
、
來
る
廿
日
［
結
願
な

り
］
。
件
の
日
九
坎
に
依
り
、
今
日
宣
旨
下
さ
る
と
云
云
）
。 

（
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） 

（
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） 
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〈
○傍
戒
光
韓
〉 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

          

〈
○傍
禪
林
韓
〉 

 
 

定
童
。
（
年
七
十
六 

﨟
六
十
一
） 

 

源
意
。
（
年
六
十
七 

﨟
五
十
三
） 

〈
○傍
妙
法
韓
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

〈
○傍
三
位
〉 

〈
○傍
三
イ

〉 

 
 

院
嚴
。
（
年
五
十
二 

﨟
四
十
二
） 

 

良
勝
。
（
年
四
十
一 

﨟
二
十
九
） 

 
 

〈
○傍
待
從
〉 

 
 
 
 
 
 

      

〈
○傍
二
イ

〉 

 
 

行
海
。
（
年
三
十
二 

﨟
二
十
一
） 

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
承
元
（
一
一
三
一
）
年
二
月
に
日
照
り
の
た
め
定
海
が
孔
雀
経
御
読
経
を
修
し
て
雨
が
降
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
勧
賞
と
し
て
醍
醐
寺
に
阿
闍
梨
五
口
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
三
月
四
日
に
解
文
が

放
た
れ
、
五
月
十
九
日
に
宣
旨
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
補
任
さ
れ
た
人
物
は
、
戒
光
房
定
祐
、
禅
林
房
源
意
、
妙
法
房

院
厳
、
三
位
良
勝
、
待
従
行
海
で
あ
る
。
そ
し
て
、
阿
闍
梨
五
口
の
一
人
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
良
勝
の
注
記
に
は
、
「
（
年

四
十
一 

臈
二
十
九
）
」
と
さ
れ
る
。
『
醍
醐
雑
事
記
』
に
も
同
じ
醍
醐
寺
の
阿
闍
梨
五
口
の
記
事
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
釋
迦
堂
阿
闍
梨
五
口
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
群
書
類
従
』
所
収
の
『
醍
醐
寺
雑
事
記
』
（
以
下
群
書
本
『
醍
醐
寺

要
書
』
）
は
『
醍
醐
雑
事
記
』
と
は
別
の
本
で
あ
っ
て
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
の
中
に
「
要
書
」
と
し
て
引
用
さ
れ
、
ま
た
東

大
史
料
編
纂
所
に
も
謄
写
本
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
群
書
本
『
醍
醐
寺
要
書
』
で
は
良
勝
が
空
欄
と
な
っ
て
い
て
、
名
前
は

不
明
で
あ
る
が
、
年
齢
は
「
卅
一
」
と
さ
れ
て
い
る
。
東
大
史
料
編
纂
所
本
で
は
良
勝
の
名
前
と
共
に
「
卌
一
」
と
さ
れ
て

い
る
。
一
方
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
で
は
「
釈
迦
堂
阿
闍
梨
五
口
」
の
一
人
と
し
て
名
を
上
げ
、
「
五
十
二
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
同
一
の
書
で
あ
っ
て
も
表
記
が
異
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
こ
れ
に
関
わ
っ
て
、
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
所
蔵
『
醍
醐
寺
有
識
補
任
（
内
題 

醍
醐
寺
諸
堂
有
識
補
任
）
』
「
釋

迦
堂
五
口
」
の
阿
闍
梨
に
つ
い
て
、
天
承
元
年
二
月
二
十
八
日
の
「
醍
醐
寺
祈
雨
孔
雀
経
御
読
経
」
の
折
に
座
主
権
僧
都
定

（
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） 

（
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） 

（
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） 

（
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） 
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海
の
奏
聞
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
こ
の
史
料
は
最
初
五
口
の
阿
闍
梨
の
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
後
継
の
阿
闍
梨
の
名
前
が
列
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ

の
史
料
に
は
良
勝
の
名
前
の
下
に
「
山
伏
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
山
伏
は
『
伝
燈
広
録
』
や
『
伝
法
灌

頂
師
資
相
承
血
脈
』
に
「
大
峰
の
先
達
」
と
あ
る
こ
と
と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
醍
醐
寺
有
職
補
任
』
は
、
国
立

歴
史
民
族
博
物
館
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
成
立
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
山
伏
」
は
山
林
修
行
す
る
京
洛
寺

院
の
僧
侶
と
思
わ
れ
る
。
室
町
時
代
以
降
に
そ
の
教
団
組
織
・
儀
礼
等
の
確
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
修
験
道
の
山
伏
」
と
は

異
な
る
の
で
は
な
い
か
。
霊
山
に
お
け
る
山
林
修
行
は
奈
良
時
代
か
ら
の
伝
統
が
あ
り
、
ま
た
金
峰
山
・
大
峰
は
摂
関
期
に
、

ま
た
熊
野
は
院
政
期
に
そ
の
信
仰
が
勃
興
し
て
お
り
、良
勝
が
天
皇
・
上
皇
の
参
詣
に
扈
従
し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
よ
う
。 

さ
て
、
『
祈
雨
日
記
』
、
群
書
本
『
醍
醐
寺
要
書
』
、
東
大
本
『
醍
醐
寺
要
書
』
、
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
の
天
承
元
（
一

一
三
一
）
年
の
良
勝
に
関
す
る
記
述
か
ら
、
天
承
元
年
に
お
け
る
年
齢
、
そ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
生
年
、
ま
た
天
承
元
年
「
臈

二
十
九
」
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
る
具
足
戒
受
戒
の
年
齢
を
資
料
ご
と
に
並
べ
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

書
名 

 
 
 
 
 
 
 

記
述
内
容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

生
年 

 
 

具
足
戒
受
戒 

・
『
祈
雨
日
記
』 
 
 
 
 

 

良
勝 

       
年
四
十
一 

﨟
二
十
九 

寛
治
五
年 

十
三
歳 

・ 

群
書
本
『
醍
醐
寺
要
書
』  

□
□
（
良
勝
） 

年
三
十
一 

﨟
二
十
九 

康
和
三
年 

三
歳 

・ 

東
大
本
『
醍
醐
寺
要
書
』 

良
勝 

       

年
四
十
一 
﨟
二
十
九 

寛
治
五
年 

十
三
歳 

・
『
醍
醐
寺
新
要
録
』 

     

良
勝 

       

年
五
十
二 
﨟
二
十
九 

承
暦
四
年 

二
十
四
歳 

＊
本
来
で
あ
れ
ば
「
法
臈
」
は
具
足
戒
の
受
戒
か
ら
起
算
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
具
足
戒
受
戒
の
年
齢
と
し
て
示
し
て
み
た
。
ま
た
、
数
字
は
通
用
の
字

体
に
改
め
た
。 

群
書
本
の
「
年
三
十
一 

﨟
二
十
九
」
と
な
る
と
、
三
歳
で
の
具
足
戒
の
受
戒
、
ま
た
は
得
度
は
い
さ
さ
か
信
じ
が
た
い
。

� �� &



 

そ
の
た
め
こ
の
「
年
三
十
一
」
と
い
う
年
齢
は
信
じ
が
た
い
。
次
に
『
祈
雨
日
記
』
や
東
大
本
に
お
け
る
「
四
十
一
」
と
い

う
年
齢
は
生
年
が
寛
治
五
年
と
な
り
、
法
臈
起
算
が
十
三
歳
に
あ
た
る
。
十
三
歳
で
の
具
足
戒
受
戒
は
い
さ
さ
か
考
え
が
た

い
が
、
得
度
の
歳
と
す
れ
ば
あ
り
え
な
い
事
で
は
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
こ
で
は
法
臈
と
い
う
も
の
を
具
足
戒
受
戒
で
は
な

く
得
度
か
ら
起
算
し
て
い
る
事
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
あ
る
い
は
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
の
五
十
二
歳
を
信
用
す
れ
ば
、
承
暦
四

年
の
生
ま
れ
で
法
臈
起
算
が
二
十
四
歳
と
な
り
具
足
戒
受
戒
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
た
だ
、
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
は
他
の

諸
本
に
比
べ
て
そ
の
成
立
が
遅
れ
る
為
に
、
何
を
信
用
す
べ
き
か
難
し
い
。 

『
真
言
付
法
血
脈
図
』
・
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』
で
は
、
承
暦
三
（
一
〇
七
九
）
年
の
生
ま
れ
、
永
久
二
（
一
一
一
四
）

年
三
十
六
歳
の
時
、
厳
覚
よ
り
灌
頂
を
受
け
、
保
延
三
（
一
一
三
七
）
年
五
十
九
歳
の
時
、
実
任
に
灌
頂
を
授
け
た
と
あ
る
。

「
臈
二
十
九
」
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
康
和
五
（
一
一
〇
三
）
年
に
二
十
五
歳
で
具
足
戒
を
受
戒
し
た
こ
と
に
な
り
、
天
承

元
（
一
一
三
一
）
年
は
五
十
三
歳
と
な
る
。
『
祈
雨
日
記
』
・
東
大
本
『
醍
醐
寺
要
書
』
の
生
ま
れ
年
に
あ
た
る
寛
治
五
（
一

〇
九
一
）
年
は
、
十
三
歳
で
あ
り
、
康
和
五
（
一
一
〇
三
）
年
は
五
十
三
歳
で
あ
る
。
種
々
考
え
あ
わ
せ
て
い
く
と
、
『
祈

雨
日
記
』
・
東
大
本
『
醍
醐
寺
要
書
』
で
は
、
寛
治
五
（
一
〇
九
一
）
年
を
生
ま
れ
年
と
し
て
い
る
が
、
得
度
の
年
と
取
り

間
違
え
と
仮
定
す
れ
ば
、
康
和
五
（
一
一
〇
三
）
年
に
二
十
五
歳
で
具
足
戒
を
受
戒
と
な
る
。
つ
ま
り
、
生
れ
た
年
と
得
度

の
年
、
具
足
戒
受
戒
の
年
を
取
り
違
え
た
為
に
年
齢
が
ず
れ
た
と
推
定
す
る
な
ら
ば
、
血
脈
類
の
記
録
と
同
様
に
承
暦
三
（
一

〇
七
九
）
年
に
生
ま
れ
、
康
和
五
（
一
一
〇
三
）
年
に
受
戒
と
な
る
。
群
書
本
『
醍
醐
寺
要
書
』
の
「
年
卅
一
」
は
「
年
卌

一
」
の
誤
記
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
群
書
本
『
醍
醐
寺
要
書
』
の
「
年
卅
一
」
が
正
し
い
と
す
る
と
、
実
任
へ
十

四
歳
で
授
法
す
る
事
に
な
り
、
血
脈
類
の
記
録
と
矛
盾
す
る
。
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
は
生
れ
た
年
と
得
度
の
年
、
具
足
戒
受

戒
の
年
を
取
り
違
え
た
可
能
性
は
低
い
が
、
生
れ
は
承
暦
四
（
一
一
八
〇
）
年
と
な
り
、
一
歳
の
ず
れ
が
生
じ
る
。 

以
上
か
ら
、
『
祈
雨
日
記
』
・
東
大
本
『
醍
醐
寺
要
書
』
に
お
い
て
、
「
法
臈
」
を
出
家
得
度
か
ら
の
年
数
と
し
て
数
え
、
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か
つ
生
れ
年
と
出
家
得
度
を
取
り
違
え
た
為
に
年
齢
が
ず
れ
た
と
推
定
し
た
場
合
、
血
脈
類
に
記
さ
れ
た
厳
覚
か
ら
の
受
法

や
実
任
へ
の
授
法
の
年
齢
と
も
一
致
す
る
。
こ
の
た
め
、
良
勝
の
生
れ
年
は
承
暦
三
（
一
〇
七
九
）
年
と
な
る
の
で
は
な
い

か
。
た
だ
し
、
承
暦
四
（
一
一
八
〇
）
年
生
ま
れ
の
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。 

 

良
勝
に
関
す
る
最
後
の
記
録
は
、
「
石
山
寺
一
切
経
」
の
目
録
に
よ
れ
ば
、
「
石
山
寺
一
切
経
」
六
十
九
箱
に
納
め
ら
れ

た
『
成
実
論
』
第
六
巻
の
奥
書
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
そ
こ
に
は 

 
 

永
伜
二
年
正
月
十
九
日
書
寫
し
了
ん
ぬ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
筆
辻
蓿
。 

醍
醐
寺
寶
瑕
院
に
於
い
て
書
寫
し
畢
ん
ぬ
。
瑕
光
韓
禅
師
の
御
誂
に
依
る
な
り
。
一
切
經
律
論
の
触
、
『
賀
實
論
』
第

六
卷
。
願
は
く
は
此
の
慧
業
を
以
て
必
ず
佛
の
辻
え
に
値
蓚
せ
ん
。
呵
跋
庄
大
智
論
師
、
正
法
の
辻
手
を
舒
べ
て
必
ず

佛
所
に
引
導
せ
ん
の
み
。 

と
あ
り
、
良
勝
の
一
切
経
書
写
勧
進
の
中
で
教
運
は
良
勝
の
誂
え
に
よ
っ
て
こ
の
年
に
書
写
を
し
終
わ
っ
て
い
る
。
良
勝
の

誂
え
に
よ
り
書
写
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、こ
の
時
点
で
良
勝
が
生
き
て
い
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

た
だ
し
良
勝
の
勧
進
に
よ
る
一
切
経
の
書
写
に
関
す
る
奥
書
が
こ
れ
以
降
無
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
良
勝
自
身
が
没
し
て

い
た
可
能
は
考
え
ら
れ
よ
う
。 

そ
の
た
め
、
良
勝
は
承
暦
三
（
一
〇
七
九
）
年
に
生
ま
れ
、
保
元
四
／
平
治
元
（
一
一
五
九
）
年
八
十
一
歳
の
頃
ま
で
は

存
命
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

  
 

三
、 

良
勝
を
取
り
巻
く
人
物 

（
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１
、 

厳
覚 

厳
覚
の
付
法
に
つ
い
て
は
、
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』
、
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
伝
法
灌
頂
相
承
略
記
』
、
東
寺
観
智
院

金
剛
蔵
『
真
言
付
法
血
脈
図
』
、
『
真
言
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
等
に
よ
れ
ば
、
永
久
二
（
一
一
一
四
）
年
勧
修
寺
勝

福
院
に
お
い
て
師
厳
覚
五
十
九
歳
、
良
勝
三
十
六
歳
の
時
に
灌
頂
を
受
法
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
血
脈
類
集
記
』

で
は
、
「
永
仁
三
年
」
の
受
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
永
久
二
年
」
の
誤
り
で
あ
る
。

ま
た
、
醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
に
お
け
る
厳
覚
付
法
の
良
勝
の
記
事
に
は
、
保
安
二
（
一
一
二
一
）

年
五
月
二
十
四
日
の
印
信
と
さ
れ
る
が
、
同
壇
の
円
秀
の
受
法
年
次
が
永
久
二
（
一
一
一
四
）
年
十
月
十
九
日
と
さ
れ
て
お

り
、
で
あ
れ
ば
良
勝
も
永
久
二
年
の
受
法
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
他
の
印
信
血
脈
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
保
安

二
年
と
い
う
の
は
の
ち
に
述
べ
る
「
寅
時
印
信
」
の
年
次
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
間
違
え
て
筆
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

後
世
に
伝
わ
る
伝
法
灌
頂
の
記
事
と
し
て
、
『
野
沢
血
脈
集
』
、
『
儼
避
羅
鈔
』
、
『
四
巻
鈔
』
、
『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』
、

『
三
十
六
流
大
事
』
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
口
伝
に
『
儼
避
羅
鈔
』
「
石
山
布
字
」
、
『
四
巻
鈔
』
上
巻 

第
二
十
二

条
「
大
法
房
口
伝
」
、
同
中
巻 

第
三
条
「
天
慶
布
字
」
、
第
五
条
「
極
位
事
」
（
『
儼
避
羅
鈔
』
「
石
山
布
字
」
引
用
血

脈
）
、
同
下
巻 

第
七
条
「
具
支
灌
頂
式
相
伝
事
」
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。

厳
覚
か
ら
の
受
法
で
重
要
な
も
の
は
『
伝
燈
広
録
』
に
伝
承
が
あ
っ
た
「
寅
時
印
信
」
の
記
録
で
あ
る
。
「
寅
時
印
信
」

に
つ
い
て
は
『
儼
避
羅
鈔
』
、
『
四
巻
鈔
』
、
『
密
宗
血
脈
鈔
』
、
『
安
流
伝
授
紀
要
』
等
に
も
見
ら
れ
る
。
『
儼
避
羅
鈔
』

に
お
い
て
は
「
文
泉
房
〈
朗
澄
〉
、
大
法
房
に
受
け
る
口
伝
に
云
く
」
と
し
て

故
大
遅
都
嚴
―
《
覚
》
最
後
の
尅
に
臨
み
、
良
布
阿
闍
梨
に
示
し
給
ふ
。
彼
の
闍
梨
六
十
六
の
年
に
予
に
授
け
た
り
。

（
生
年
卌
八
） 

＊
覚
は
著
者
に
よ
る
追
加
。

と
あ
り
、
真
言
を
示
し
た
後
で
「
本
に
云
く
保
安
二
年
五
月
廿
四
日
寅
時
、
之
を
蒙
る
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
に

（
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）
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「
故
阿
闍
梨
、
上
の
件
の
説
を
持
つ
て
大
乗
院
（
胆
雅
）
に
語
り
申
る
。
彼
の
阿
闍
梨
示
し
て
云
く
、
宗
の
大
事
此
の
事
に

在
り
。
努
努
努
云
々
。
又
安
呑
寺
律
師
、
特
密
灌
頂
印
信
を
人
に
授
け
給
ふ
時
、
印
信
是
の
如
く
書
さ
れ
る
な
り
。
已
上
御

談
存
な
り
と
云
々
」
と
あ
り
、
保
安
二
年
五
月
廿
四
日
の
寅
時
に
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
文
泉
房
朗
澄
の
示
し
た
記
事
に
よ
れ

ば
、
良
勝
と
大
乗
院
良
雅
（
～
一
一
〇
二
～
一
一
二
二
）
が
「
寅
時
印
信
」
に
つ
い
て
の
物
語
を
し
て
い
た
事
が
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
良
雅
と
良
勝
の
間
に
接
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
四
巻
鈔
』
に
は
「
最

秘
血
脈
」
と
し
て 

仁
恭
―
成
筑
―
範
俊
―
嚴
覺
―
良
布
―
實
任
―
興
然
―
榮
然
―
榮
筑
―
聖
濟
―
榮
恭
―
俊
然 

と
あ
り
、
ま
た
こ
の
記
事
の
前
に
印
信
の
奥
書
と
し
て 

康
治
三
年
正
月
八
日
午
の
尅
、
寫
し
奉
り
畢
ん
ぬ
。 

瑕
光
坊
（
生
年
四
十
八 

御
韓
六
十
六
） 

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
康
治
三
（
一
一
四
四
）
年
は
良
勝
六
十
六
歳
で
、
四
十
八
歳
の
実
任
に
対
し
て
こ
の
印
信
の
伝
授
を
し

た
記
録
で
あ
る
。
な
お
、
良
勝
は
四
十
三
歳
の
時
、
保
安
二
（
一
一
二
一
）
年
五
月
二
十
四
日
に
六
十
六
歳
を
迎
え
た
臨
終

の
厳
覚
よ
り
「
寅
時
印
信
」
を
受
法
し
て
い
る
。
『
四
巻
鈔
』
の
「
生
年
四
十
八 

御
房
六
十
六
」
と
い
う
記
録
は
、
一
見

す
る
と
康
治
三
年
に
良
勝
が
四
十
八
歳
で
厳
覚
が
六
十
六
歳
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
康
治
三
年
に
書
写
し

た
良
勝
は
実
任
に
授
け
る
た
め
に
書
写
し
て
い
る
の
で
、
良
勝
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
生
年
四
十
八 

御
房
六
十
六
」

は
、受
者
実
任
が
自
ら
の
生
年
と
阿
闍
梨
で
あ
る
良
勝
の
年
齢
を
追
記
し
た
た
め
に
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

け
っ
し
て
良
勝
四
十
八
歳
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

そ
の
後
に
は 

 
 

先
の
口
に
云
く
、
此
の
印
信
は
勸
修
寺
大
遅
都
（
嚴
覺
）
御
韓
、
瑕
光
韓
（
良
勝
）
に
授
け
ら
る
る
印
信
な
り
。
「
大

經
藏
革
袋
の
印
信
」
と
云
ふ
も
同
じ
物
な
り
。
伹
だ
奥
の
二
明
、
裏
付
の
開
閉
ナ
シ
。
之
れ
を
以
て
差
異
と
す
。
根
本
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は
「
六
帖
の
印
信
」
を
書
せ
ら
る
る
な
り
。 

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
寅
時
印
信
」
は
「
大
経
蔵
革
袋
の
印
信
」
と
同
じ
も
の
だ
と
さ
れ
、
共
に
根
本
は
「
六
帖
印
信
」

に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
『
儼
避
羅
鈔
』
に
よ
れ
ば
、
「
寅
時
印
信
」
の
裏
書
に
「
私
か
に
云
く
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。
良
勝
は

厳
覚
の
常
随
給
仕
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
厳
覚
は
永
年
の
給
仕
の
志
と
い
う
こ
と
で
、
勧
修
寺
近
辺
の
水
田
の
何
町
か
を
与
え

よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
良
勝
は
「
水
田
は
望
み
で
は
な
く
、
宗
の
大
事
を
望
む
」
と
答
え
た
。
そ
こ
で
厳
覚
は
水
田

を
讓
る
こ
と
を
や
め
、
志
を
大
事
と
し
て
こ
の
印
信
を
授
け
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
安
流
伝
授
紀
要
』
で
は
、

こ
の
話
を
寺
領
を
含
め
安
祥
寺
に
お
け
る
話
に
書
き
換
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
厳
覚
も
安
祥
寺
の
僧
と
さ
れ
、
「
寅
時
印
信
」

も
ま
た
安
祥
寺
か
ら
勧
修
寺
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。 

他
に
も
「
寅
時
印
信
」
に
関
す
る
記
事
と
し
て
、
『
四
巻
鈔
』
中
巻 

第
一
条 

「
小
六
大
事
」
（
六
帖
印
信
）
、
第
五

条
「
極
位
事
」
（
第
二
重
血
脈
）
等
が
あ
る
。 

 

そ
の
ほ
か
に
厳
覚
か
ら
の
受
法
に
関
し
て
は
、
『
本
朝
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
に
「
哩
咆
―
深
覺
―
信
覺
―
嚴
覺
―

良
布
と
あ
り
、
勧
修
寺
に
伝
わ
る
広
沢
流
血
脈
を
受
法
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
血
脈
記
』
所
収
「
傍
流
血
脈
（
快
成
日
記
）
」

に  
 
 
 
 
 
 

―
寬
信 

 
 
 

 

〈
○傍
此
ヨ
リ
亂
行
宰
相
阿
闍
梨
と
號
す
。
〉 

―
實
賢
（
金
剛
王
院
） 

 
 

勸
―
。
嚴
覺
― 

 
 
 

―
良
弘
―
眞
慶
―
增
瑜
―
明
玄
―
― 

 
 
 
 
 
 
 
 

―
良
布
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
隆
澄
（
廣
澤
理
智
院
） 

＊
こ
の
血
脈
に
お
い
て
厳
覚
、
寛
信
、
良
勝
の
部
分
に
関
し
て
は
、
『
続
真
言
宗
全
書
』
の
校
訂
者
が
異
本
に
よ
っ
て
加
え
た
部
分
だ
と
さ
れ
て
い
る
。 

と
あ
り
、
実
任
で
は
な
く
良
弘
へ
伝
え
た
血
脈
が
載
せ
ら
れ
る
。
こ
の
流
れ
は
、
後
に
明
玄
（
生
没
年
未
詳
）
よ
り
金
剛
院

（
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実
賢
（
一
一
七
六
～
一
二
四
九
）
や
広
沢
（
仁
和
寺
）
理
智
院
隆
澄
（
一
一
八
一
～
一
二
六
六
）
に
相
伝
さ
れ
て
お
り
、
興

然
に
伝
わ
る
正
嫡
の
流
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
『
安
流
伝
授
紀
要
』
の
「
千
手
愛
法
」
（
千
手
愛
染
法
）
に
は
、
冒
頭
に
「
良
勝
、
勸
修
寺
に
住
す
。
嚴
覺
の
弟

子
。
附
法
に
非
ず
、
宗
意
、
寬
信
、
增
俊
同
門
な
り
」
と
あ
り
、
厳
覚
の
弟
子
で
は
あ
る
が
灌
頂
は
受
法
し
て
い
な
い
と
す

る
伝
承
が
記
録
さ
れ
る
。
た
だ
『
安
流
伝
授
紀
要
』
に
は
良
勝
が
厳
覚
よ
り
灌
頂
を
受
法
し
た
と
す
る
記
録
も
載
っ
て
お
り
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
附
法
に
非
ず
」
と
す
る
記
事
が
何
に
よ
っ
て
こ
こ
に
載
せ
ら
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。 

以
上
良
勝
は
、
厳
覚
の
付
法
の
一
人
と
し
て
勧
修
寺
流
を
伝
え
て
、
「
石
山
布
字
」
、
「
天
慶
布
字
」
、
「
具
支
灌
頂
式

相
伝
事
」
等
の
口
訣
を
受
法
し
、
最
秘
と
し
て
の
「
寅
時
印
信
」
を
伝
え
、
そ
れ
ら
を
正
嫡
で
あ
る
実
任
に
授
け
て
い
る
。 

そ
の
ほ
か
に
厳
覚
が
導
師
を
勤
め
る
御
修
法
に
伴
僧
と
し
て
出
仕
す
る
記
録
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

『
四
巻
』
に
よ
れ
ば
、
元
永
元
（
一
一
一
八
）
年
に
天
下
疫
病
の
難
が
起
こ
り
、
国
土
に
飢
饉
の
憂
い
が
有
る
こ
と
に
よ
り
、

四
月
二
十
六
日
に
綸
旨
が
下
り
、
厳
覚
が
禁
中
の
麗
景
殿
に
於
い
て
仁
王
経
法
を
修
し
た
。
十
二
口
の
伴
僧
を
率
い
、
二
十

八
日
よ
り
七
日
間
に
わ
た
り
勤
修
さ
れ
た
。
そ
の
伴
僧
の
一
人
と
し
て
良
勝
が
聖
天
供
を
修
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
『
覚
禅
鈔
』
「
愛
染
法
」
の
「
愛
染
法
御
修
法
支
度
事
」
の
中
で 

 
 

口
傳
等 

 
 

（
中
略
） 

 
 

已
上
理
趣
傳
な
り
（
傳
集
一
存
）
。 

 
 

良
雅
阿
闍
梨
の
傳
、
之
れ
に
同
じ
。 

 
 

（
中
略
） 

 
 

已
上
、
嚴
覺
僧
綾
の
傳
（
小
野
の
特
事
な
り
）
、
「
大
次
第
」
此
の
如
し
。
右
、
二
つ
の
帰
ひ
、
大
治
三
年
十
一
月
五

（
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） 

（
43
） 

（
44
） 
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日
、
院
宣
に
依
り
良
檜
闍
梨
の
注
荵
、
之
れ
に
同
じ
。 

（
後
略
） 

と
あ
り
、
大
治
三
（
一
一
二
八
）
年
十
一
月
五
日
に
良
勝
が
院
宣
に
よ
っ
て
「
愛
染
法
」
の
注
進
を
し
た
記
事
に
は
、
厳
覚

の
注
進
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。こ
の
注
進
に
つ
い
て
は
石
山
寺
深
密
蔵
の
目
録
や
高
山
寺
経
蔵
の
目
録
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
蔵
に
注
進
の
転
写
本
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。 

ま
た
『
覚
禅
鈔
』
「
後
七
日
」
、
永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』
に
よ
れ
ば
、
厳
覚
が
導
師
を
勤
め
た
永
久
六
／
元
永
元
（
一

一
一
八
）
年
、
元
永
三
（
一
一
二
〇
）
年
の
御
七
日
御
修
法
に
も
良
勝
が
伴
僧
と
し
て
出
仕
し
て
い
る
。 

  
 
 

２
、 

良
雅 

『
安
流
伝
授
紀
要
』
に
よ
れ
ば
、
大
乗
院
良
雅
（
～
一
一
〇
二
～
一
一
二
二
）
か
ら
も
付
法
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は 

 

〈
○傍
廣
澤
方
〉 

 
 

 

〈
○傍
隨
心
院
始
祖
〉
〈
○傍
大
法
房
〉
〈
○傍
土
橋
〉 

良
雅
―
―
良
布
―
―
增
俊
―
―
實
任
―
―
筑
寛 

と
あ
る
よ
う
に
、
先
に
も
『
儼
避
羅
鈔
』
の
中
で
良
雅
と
良
勝
に
接
点
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
直
接

良
勝
が
良
雅
か
ら
法
流
を
受
法
し
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
も
中
納
言
阿
闍
梨
増
俊
（
一
〇
八
四
～
一
一
六
五
）

に
伝
え
ら
れ
た
法
流
は
広
沢
方
の
法
流
と
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
先
稿
で
述
べ
た
が
、
良
雅
は
円
城
寺
僧
正
禎
喜
（
一
〇
九
九

～
一
一
八
三
）
か
ら
も
広
沢
方
の
法
流
を
受
法
し
て
お
り
、
良
勝
が
良
雅
か
ら
受
法
し
た
広
沢
方
の
法
流
と
い
う
の
は
、
禎

喜
に
繋
が
る
法
流
で
は
な
い
か
。 

  
 
 

３
、 

勝
覚 

（
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三
宝
院
権
僧
正
勝
覚
（
一
〇
五
七
～
一
一
二
九
）
か
ら
の
付
法
は
、
大
正
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
真
言
宗
付
法
血
脈
』
や

東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
三
国
相
承
秘
密
伝
法
一
門
血
脈
』
の
末
尾
に
勝
覚
か
ら
の
付
法
の
弟
子
と
し
て
良
勝
の
名
が
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
『
覚
禅
鈔
』
「
請
雨
法
」
に
よ
れ
ば
、
永
久
五
（
一
一
一
七
）
年
六
月
に
勝
覚
が
導
師
を
勤
め
た
祈
雨
御
修
法

に
お
い
て
定
海
と
共
に
出
仕
し
、
伴
僧
を
勤
め
て
い
る
。
こ
の
時
の
記
録
は
、
『
永
久
五
年
請
雨
経
法
記
』
、
『
永
久
五
年

祈
雨
日
記
』
、
『
秘
鈔
問
答
』
「
請
雨
経
御
法
伴
僧
事
」
・
「
請
雨
経
御
法
伴
僧
交
名
事
」
等
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
永

久
五
年
祈
雨
日
記
』
は
、
「
權
遅
正
韓
御
冕
な
り
、
執
筆
師
頼
卿
」
と
さ
れ
源
師
頼
（
一
〇
六
八
～
一
一
三
九
）
の
記
事
で

あ
る
が
、
奥
書
に
は
「
寫
本
冕
に
云
く
、
保
元
三
年
八
月
十
日
櫻
町
阿
闍
梨
御
韓
良
布
の
處
へ
參
る
。
御
物
語
數
尅
。
其
の

時
權
遅
正
御
韓
突
泉
薗
頭
雨
法
の
事
」
と
あ
り
、
保
元
三
（
一
一
五
八
）
年
八
月
十
日
に
良
勝
の
所
を
訪
れ
た
大
夫
阿
闍
梨

賢
信
（
一
一
一
八
～
一
一
八
七
）
等
に
良
勝
が
修
法
の
折
の
事
柄
に
つ
い
て
話
を
し
た
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
東
寺
観
智

院
金
剛
蔵
本
『
東
寺
血
脈
（
小
野
／
本
・
末
）
』
（
真
言
付
法
相
承
血
脈
次
第
）
、
『
血
脈
類
集
記
』
、
醍
醐
寺
蔵
本
『
伝

法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
に
よ
れ
ば
、
賢
信
は
大
蔵
卿
源
通
良
の
孫
宗
時
の
息
と
さ
れ
る
。
な
お
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、

源
資
綱
実
子
と
し
て
の
道
良
の
系
譜
に
は
道
良
の
息
と
し
て
宗
時
の
名
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
お
そ
ら
く
養
子
と
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
経
長
息
と
し
て
の
道
良
の
系
譜
で
は
、
道
良
の
息
と
し
て
良
勝
の
名
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
良
勝
も
宗

時
も
道
良
の
息
で
あ
り
、
兄
弟
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
宗
時
息
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
東

寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
東
寺
血
脈
（
小
野
／
本
・
末
）
』
、
『
野
沢
大
血
脈
』
、
『
密
宗
血
脈
鈔
』
に
「
宗
時
息
」
と
さ
れ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
良
勝
の
甥
に
あ
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

他
に
永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
治
二
（
一
一
二
五
）
年
、
天
治
三
／
大
治
元
（
一
一
二
六
）
、
大
治
二

（
一
一
二
七
）
年
の
勝
覚
が
導
師
を
勤
め
た
御
七
日
御
修
法
に
お
い
て
伴
僧
を
勤
め
て
い
る
。 
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４
、 

定
海 

ま
た
良
勝
は
、
三
宝
院
大
僧
正
定
海
（
一
〇
七
四
～
一
一
四
九
）
の
付
法
に
も
な
っ
て
い
る
。
大
正
大
学
附
属
図
書
館
蔵

『
真
言
宗
付
法
血
脈
』
、
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
相
承
略
記
』
、
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
東
寺
血
脈
（
小
野

／
本
・
末
）
』
、
『
血
脈
類
集
記
』
、
醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
、
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
三
国
相
承

秘
密
伝
法
一
門
血
脈
』
、
『
血
脈
私
抄
』
、
『
密
宗
血
脈
鈔
』
、
『
続
伝
燈
広
録
』
、
『
野
沢
血
脈
集
』
等
に
、
定
海
の
付

法
と
し
て
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』
に
よ
れ
ば
定
海
導
師
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
長
承
三
（
一

一
三
四
）
年
、
長
承
四
／
保
延
元
（
一
一
三
五
）
年
の
御
七
日
御
修
法
に
も
伴
僧
と
し
て
出
仕
し
、
五
大
尊
供
を
勤
仕
し
て

い
る
記
録
が
見
ら
れ
る
。 

  
 
 

５
、 

寛
信 

師
弟
関
係
で
は
な
い
が
、
勧
修
寺
法
務
寛
信
（
一
〇
八
四
～
一
一
五
三
）
と
の
関
わ
り
も
伝
え
ら
れ
る
。
『
権
律
師
寛
信

授
灌
頂
於
両
人
記
』
に
は
、
寛
信
が
長
承
元
（
一
一
三
二
）
年
十
一
月
十
七
日
に
授
け
た
灌
頂
に
お
い
て
、
持
金
剛
衆
の
筆

頭
に
挙
げ
ら
れ
、
教
授
阿
闍
梨
と
呪
願
を
勤
め
て
い
る
。
請
僧
交
名
に
は
唄
と
あ
り
、
教
授
と
し
て
唄
も
勤
め
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
『
血
脈
類
集
記
』
に
も
こ
の
時
の
記
録
が
あ
り
、
長
承
元
年
十
一
月
十
六
日
と
な
っ
て
い
る
が
、
十
七
日
の
誤
り

で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
『
覚
禅
鈔
』
「
法
華
法
」
で
は
寛
信
が
修
法
し
た
法
花
（
華
）
法
で
護
摩
を
勤
仕
し
て
い
る
。
他
に
も
『
覚
禅
鈔
』

「
後
七
日
」
、
『
永
治
二
年
真
言
院
御
修
法
記
』
、
永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』
に
よ
れ
ば
、
寛
信
導
師
の
永
治
二
（
一
一

四
二
）
年
の
御
七
日
御
修
法
に
も
伴
僧
を
勤
め
、
息
災
護
摩
を
勤
仕
し
て
い
る
記
録
が
見
ら
れ
る
。 
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６
、 

付
法
の
弟
子 

良
勝
の
弟
子
と
し
て
先
に
述
べ
た
『
真
言
付
法
血
脈
図
』
、
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』
に
は
、
良
勝
の
灌
頂
付
法
の
弟
子

と
し
て
実
任
を
写
瓶
と
し
、
そ
れ
以
外
に
源
意
、
意
勝
、
満
覚
（
少
補
）
、
常
光
院
良
弘
、
行
海
法
印
、
行
秀
の
名
が
見
ら

れ
る
。
『
伝
燈
広
録
』
に
は
、
良
弘
、
行
心
、
宝
（
実
）
勝
、
義
円
、
舜
厳
、
満
意
、
実
（
宝
）
任
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
に
は
、
良
勝
の
付
法
の
弟
子
と
し
て
、
実
任
、
少
輔
阿
闍
梨
満
覚
、

源
意
、
行
秀
、
意
勝
、
行
海
法
印
、
常
光
院
良
弘
法
印
、
舜
元
阿
闍
梨
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
安
流
伝
授
紀
要
』

に
よ
れ
ば
、
良
雅
か
ら
受
け
た
広
沢
流
を
増
俊
に
授
け
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
す
れ
ば
良
勝
が
法
を
授
け
た
弟
子
の
一

人
と
な
ろ
う
。 

良
勝
は
厳
覚
、
勝
覚
、
定
海
、
良
雅
か
ら
も
付
法
し
て
お
り
、
寛
信
と
交
流
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
写
瓶
で
あ
る
実
任
以

外
に
満
覚
、
源
意
、
行
秀
、
意
勝
、
行
海
、
良
弘
、
満
意
、
宝
（
実
）
勝
、
義
円
、
舜
厳
、
舜
元
、
増
俊
に
法
を
授
け
て
い

る
。
こ
の
中
で
実
任
、
良
弘
の
み
受
法
の
年
次
が
判
明
し
て
い
る
。 

 

四
、 

一
切
経
勧
進
に
つ
い
て 

石
山
寺
所
蔵
の
聖
教
の
奥
書
に
よ
れ
ば
良
勝
が
一
切
経
書
写
の
勧
進
を
行
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
石
山

寺
一
切
経
」
の
目
録
に
よ
れ
ば
、
「
石
山
寺
一
切
経
」
第
五
十
一
箱
に
納
め
ら
れ
た
『
出
家
功
徳
経
』
奥
書
に
は 

 
 

久
壽
三
年
孟
夏
廿
三
日
、
勸
修
寺
瑕
光
韓
の
勸
荵
に
依
り
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書
寫
し
了
ん
ぬ
、
醍
醐
寺
沙
門
筑
忠
。 

と
あ
り
、
『
摩
訶
僧
陶
律
』
第
二
十
一
巻
の
奥
書
に
は 
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願
わ
く
は
此
の
功
碼
を
以
て
、
普
く
一
切
に
及
ぼ
し
、
我
れ
等
と
衆
生
と
、
皆
共
に
仏
蕈
を
成
ぜ
ん
こ
と
を
。 

 
 

保
元
元
年
八
月
十
八
日
鳥
監
安
樂
壽
院
に
西
遅
韓
に
於
い
て
繕
寫
し
了
ん
ぬ
、
賢
咆
。 

 
 
 
 
 

勸
修
寺
瑕
光
韓
梗
人
の
勸
め
に
依
り
書
す
る
所
な
り 

時
に
小
雨
窓
を
麗
す
。 

と
あ
り
、
久
寿
三
／
保
元
元
（
一
一
五
六
）
年
に
時
期
に
良
勝
が
一
切
経
書
写
の
勧
進
を
行
な
っ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。

良
勝
が
一
切
経
書
写
の
勧
進
を
始
め
た
目
的
に
つ
い
て
は
石
山
寺
聖
教
に
残
さ
れ
た
奥
書
か
ら
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
石

山
寺
に
一
切
経
を
具
え
る
た
め
で
あ
っ
た
の
か
、
勧
修
寺
に
具
え
る
た
め
に
書
写
し
た
も
の
が
石
山
寺
に
流
れ
た
も
の
か
不

明
で
あ
る
が
、
多
く
の
僧
侶
が
そ
の
勧
進
に
呼
応
し
て
結
縁
し
書
写
を
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
「
石
山
寺
一
切
経
」
の
目
録
に
よ
れ
ば
、
「
石
山
寺
一
切
経
」
附
第
四
箱
に
納
め
ら
れ
た
『
往
生
論
』
の
奥
書
に 

 
 

仁
徘
二
年
十
一
月
九
日
書
寫
し
了
ん
ぬ
、
惠
信
。 

 
 

同
十
日
一
交
了
。
今
日
先
妣
の
遠
忌
な
り
。 

 
 

開
題
供
養
の
爲
芟
り
奉
る
所
な
り
、
珎
恭
。 

 
 

來
ち
以
て
瑕
光
韓
の
新
舊
合
集
せ
る
一
切
經
に
加
へ
奉
る
や
。 

と
あ
る
よ
う
に
古
い
も
の
を
集
め
、
足
り
な
い
書
物
を
新
し
く
書
写
し
新
旧
合
集
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
に

良
勝
の
勧
進
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
経
論
と
し
て
確
認
さ
れ
る
も
の
は
、
『
六
度
集
経
』
、
『
長
阿
含
経
』
、
『
衆
事
分
阿

毘
曇
論
』
、
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
、
『
成
実
論
』
で
あ
り
、
す
べ
て
久
安
四
（
一
一
四
八
）
年
以
降
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。

一
切
経
書
写
事
業
を
勧
進
し
た
こ
と
は
、
良
勝
の
晩
年
の
事
績
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

五
、 

良
勝
の
年
譜
か
ら
見
ら
れ
る
事
績 
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こ
れ
ま
で
挙
げ
た
資
史
料
等
に
加
え
、
石
山
寺
所
蔵
の
聖
教
の
目
録
・
高
山
寺
経
蔵
の
目
録
等
に
お
い
て
、
良
勝
が
関
係

す
る
と
考
え
ら
れ
る
典
籍
を
加
え
て
略
年
譜
を
作
成
し
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
良
勝
の
生
れ
年
を
承
暦
三
（
一
〇
七
九
）
年
と
し
、
康
和
五
（
一
一
〇
三
）
年
、
二
十
五
歳
の
時

具
足
戒
を
受
戒
し
た
と
推
測
し
、
年
譜
を
作
成
し
た
（
法
臈
の
起
算
に
よ
っ
て
様
々
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
確
定
で
き
な

い
部
分
は
括
弧
で
入
れ
た
）
。
血
脈
類
か
ら
永
久
二
（
一
一
一
四
）
年
三
十
六
歳
の
時
、
厳
覚
か
ら
灌
頂
を
授
け
ら
れ
、
永

久
五
（
一
一
一
七
）
年
に
は
勝
覚
が
修
し
た
祈
雨
御
修
法
に
伴
僧
と
し
て
出
仕
し
、
永
久
六
／
元
永
元
（
一
一
一
八
年
）
・

元
永
三
／
保
安
元
（
一
一
二
〇
）
年
に
は
、
厳
覚
が
導
師
を
勤
め
る
後
七
日
御
修
法
に
伴
僧
と
し
て
出
仕
し
た
。
ま
た
、
元

永
元
（
一
一
一
八
）
年
禁
中
の
麗
景
殿
に
て
仁
王
経
を
厳
覚
が
勤
修
し
、
十
二
人
の
伴
僧
の
一
人
と
し
て
出
仕
し
て
い
る
。

保
安
二
（
一
一
二
一
）
年
、
厳
覚
の
臨
終
の
際
、
「
寅
時
印
信
」
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。

厳
覚
が
入
滅
し
た
保
安
二
（
一
一
二
一
）
年
以
後
は
勝
覚
が
導
師
を
勤
め
る
御
修
法
に
出
仕
し
、
そ
れ
以
外
で
は
天
承
二

／
長
承
元
（
一
一
三
二
）
年
に
寛
信
が
念
範
・
行
海
へ
授
け
た
灌
頂
等
に
お
い
て
伴
僧
を
勤
め
、
定
海
が
導
師
を
勤
め
る
長

承
三
（
一
一
三
四
）
年
、
長
承
四
／
保
延
元
（
一
一
三
五
）
年
の
御
七
日
御
修
法
に
も
伴
僧
と
し
て
出
仕
し
て
い
る
。
大
治

六
／
天
承
元
（
一
一
三
一
）
年
に
は
醍
醐
寺
阿
闍
梨
五
口
の
一
人
に
補
任
さ
れ
、
勧
修
寺
だ
け
で
な
く
醍
醐
寺
に
お
け
る
活

躍
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、
書
写
奥
書
に
「
勧
修
寺
蓮
光
房
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
勧
修
寺
僧
と
し
て
生
涯
活
動
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
久
安
四
（
一
一
四
八
）
年
よ
り
一
切
経
書
写
の
勧
進
を
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

良
勝
に
関
す
る
最
後
の
記
録
は
、
先
に
あ
げ
た
「
石
山
寺
一
切
経
」
第
六
十
九
箱
に
納
め
ら
れ
た
『
成
実
論
』
第
六
巻
の

奥
書
で
あ
る
。
永
暦
二
／
応
保
元
（
一
一
六
一
）
年
正
月
十
九
日
に
良
勝
の
誂
え
に
よ
っ
て
教
運
が
こ
の
年
に
書
写
を
し
終

わ
っ
た
と
あ
り
、
良
勝
の
勧
進
に
よ
る
奥
書
は
こ
れ
以
降
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
後
記
録
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃

一
切
経
が
完
成
し
た
の
か
、
良
勝
が
入
滅
し
た
の
か
両
方
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
良
勝
自
身
の
記
録
が
こ
の
後
見
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つ
か
ら
な
い
た
め
、
良
勝
の
入
滅
と
い
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
よ
う
。 

 
以
上
か
ら
厳
覚
、
定
海
、
勝
覚
、
良
雅
か
ら
法
を
受
け
、
特
に
厳
覚
か
ら
は
『
寅
時
印
信
』
を
始
め
、
多
く
の
口
訣
や
印

信
等
授
け
ら
れ
、
寛
信
や
定
海
の
伴
僧
と
し
て
、
後
七
日
御
修
法
等
に
出
仕
す
る
な
ど
、
源
氏
出
身
者
と
し
て
勧
修
寺
を
代

表
す
る
僧
と
し
て
活
躍
し
た
事
が
わ
か
る
。
特
に
定
海
か
ら
の
受
法
は
、
勧
修
寺
に
留
ま
る
こ
と
無
く
、
幅
広
く
受
法
し
、

醍
醐
寺
の
筆
師
に
一
切
経
の
書
写
を
依
頼
や
醍
醐
寺
五
口
の
一
人
と
な
る
な
ど
、
醍
醐
寺
で
も
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え

る
。 と

こ
ろ
で
、
『
密
教
大
辞
典
』
の
勧
修
寺
流
血
脈
や
良
勝
の
項
目
に
は
、
良
勝
が
範
俊
か
ら
付
法
を
受
け
た
事
に
な
っ
て

い
る
が
、
記
録
に
は
見
ら
れ
な
い
。
範
俊
の
付
法
の
弟
子
と
し
て
良
雅
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
混
同
の
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
成
尊
―
範
俊
―
厳
覚
と
伝
え
ら
れ
た
伝
を
実
任
に
橋
渡
し
し
た
人
物
で
あ
り
、
実

任
の
伝
の
多
く
は
良
勝
由
来
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
く
、当
時
の
勧
修
寺
を
代
表
す
る
僧
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
一
切
経
書
写
事
業
を
勧
進
し
た
こ
と
が
晩
年
の
良
勝
の
事
績
に
お
い
て
晩
年
、
非
常
に
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
ろ

う
。
な
お
、
勧
修
寺
の
良
勝
と
醍
醐
寺
の
良
勝
を
本
論
で
は
伝
記
等
か
ら
同
一
人
物
の
仮
定
の
上
で
ま
と
め
て
述
べ
て
き
た

け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
す
べ
て
同
名
異
人
で
は
な
い
と
証
す
る
決
定
的
な
証
拠
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
柴
田
氏
の
研
究
に
対
し

て
、
良
勝
が
勝
覚
の
付
法
の
弟
子
で
あ
り
、
一
切
経
勧
進
活
動
も
行
な
っ
て
い
た
点
は
訂
正
で
き
た
で
あ
ろ
う
。 

 

・
良
勝
略
年
譜 

 

承
暦
三 

 
 
 

（
一
〇
七
九
）
年 

������������
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誕
生 

 

俗
姓
等
未
詳
。
（
『
真
言
付
法
血
脈
図
』
、
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』
） 

康
和
五 

 
 
 

（
一
一
〇
三
）
年 

二
五
歳 

（
具
足
戒
を
受
戒
す
る
。
）
（
『
真
言
付
法
血
脈
図
』
、
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』
） 

永
久
二 

 
 
 

（
一
一
一
四
）
年 

十
月
十
九
日 

 

三
六
歳 

厳
覚
よ
り
勧
修
寺
勝
福
院
に
て
灌
頂
を
受
け
る
。
（
『
真
言
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血

脈
』
、
『
真
言
付
法
血
脈
図
』
、
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』
） 

永
久
五 

 
 
 

（
一
一
一
七
）
年 

六
月
十
四
日 

 
三
九
歳 

勝
覚
が
修
し
た
「
祈
雨
孔
雀
経
御
修
法
」
に
伴
僧
と
し
て
出
仕
す
る
。
（
『
覚
禅
抄
』

「
請
雨
法
」
、
『
永
久
五
年
請
雨
経
法
記
』
、
『
永
久
五
年
祈
雨
日
記
』
、
『
秘
鈔

問
答
』
「
請
雨
経
御
法
伴
僧
事
」
・
「
請
雨
経
御
法
伴
僧
交
名
事
」
） 

永
久
六
／
元
永
元
（
一
一
一
八
）
年 

 
 
 
 

一
月 

 
 
 
 

四
〇
歳 

「
真
言
院
後
七
日
御
修
法
」
（
導
師
厳
覚
）
に
伴
僧
と
し
て
出
仕
す
る
。
（
『
御
修

法
記
』
） 

 
 
 
 

四
月
二
八
日 

 
 
 
 
 

禁
中
の
麗
景
殿
に
て
厳
覚
が
勤
修
す
る
「
仁
王
経
法
」
に
、
十
二
人
の
伴
僧
の
一
人

と
し
て
出
仕
す
る
。
聖
天
供
を
勤
め
る
。
（
『
四
巻
』
） 

元
永
三
／
保
安
元
（
一
一
二
〇
）
年 

一
月 

 
 
 
 

四
二
歳 

「
真
言
院
後
七
日
御
修
法
」
（
導
師
厳
覚
）
に
伴
僧
と
し
て
出
仕
す
る
。
（
『
覚
禅

抄
』
「
後
七
日
」
、
『
御
修
法
記
』
） 

保
安
二 

 
 
 

（
一
一
二
一
）
年 
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五
月
二
四
日 

 

四
三
歳 

厳
覚
よ
り
『
寅
時
印
信
』
（
無
印
信
？
）
を
授
か
る
。
（
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血

脈
』
、
『
儼
避
羅
鈔
』
、
『
四
巻
鈔
』
、
『
密
宗
血
脈
鈔
』
、
『
安
流
伝
授
紀
要
』
） 

天
治
二 

 
 
 

（
一
一
二
五
）
年 

 
 
 
 

一
月 

 
 
 
 

四
七
歳 

「
真
言
院
後
七
日
御
修
法
」
（
導
師
勝
覚
）
に
伴
僧
と
し
て
出
仕
す
る
。
（
『
御
修

法
記
』
） 

天
治
三
／
大
治
元
（
一
一
二
六
）
年 

 
 
 
 

一
月 

 
 
 
 

四
八
歳 

「
真
言
院
後
七
日
御
修
法
」
（
導
師
勝
覚
）
に
伴
僧
と
し
て
出
仕
す
る
。
（
『
御
修

法
記
』
） 

大
治
二 

 
 
 

（
一
一
二
七
）
年 

 
 
 
 

一
月 

 
 
 
 

四
九
歳 
「
真
言
院
後
七
日
御
修
法
」
（
導
師
勝
覚
）
に
伴
僧
と
し
て
出
仕
す
る
。
（
『
御
修

法
記
』
） 

大
治
三 

 
 
 

（
一
一
二
八
）
年 

十
一
月
五
日 

 

五
〇
歳 

「
愛
染
王
法
」
に
つ
い
て
注
進
状
を
提
出
す
る
。
（
『
覚
禅
鈔
』
「
愛
染
法
」
、
『
石

山
寺
の
研
究 
深
密
蔵
聖
教
編
』
上 

第
一
五
箱
二
号
［
三
］
（
一
一
）
・
第
九
六

箱
一
一
号
［
四
］
・
［
五
］
・
［
六
］
、
『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
』
第
三
巻 

第
四
部
第
七
三
箱
三
号
［
二
二
］
・
第
八
九
箱
一
二
号
［
二
五
］
・
第
九
七
箱
七
五

号
・
同
第
四
巻 

四
部
第
一
二
四
箱
七
号
［
九
四
］
） 

大
治
六
／
天
承
元
（
一
一
三
一
）
年 

五
月
十
九
日 

 

五
三
歳 

醍
醐
寺
（
釈
迦
堂
）
阿
闍
梨
五
口
の
一
人
に
補
任
さ
れ
る
。
（
『
祈
雨
日
記
』
、
『
醍

������������
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醐
寺
雑
事
記
』
、
『
醍
醐
雑
事
記
』
、
東
大
史
料
編
纂
所
架
蔵
『
醍
醐
寺
要
書
』
謄

写
本
、
『
醍
醐
寺
有
職
補
任
』
、
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
） 

天
承
二
／
長
承
元
（
一
一
三
二
）
年 

十
一
月
十
七
日 

五
四
歳 

寛
信
が
念
範
・
行
海
へ
授
け
た
灌
頂
に
お
い
て
教
授
阿
闍
梨
と
唄
を
勤
め
る
。（
『
権

律
師
寛
信
授
灌
頂
於
両
人
記
』
、
『
血
脈
類
集
記
』
） 

長
承
三 

 
 
 

（
一
一
三
四
）
年 

 
 
 
 

一
月 

 
 
 
 

五
六
歳 

「
真
言
院
後
七
日
御
修
法
」
（
導
師
定
海
）
に
伴
僧
（
五
大
尊
供
）
と
し
て
出
仕
す

る
。
（
『
御
修
法
記
』
） 

保
延
三 

 
 
 

（
一
一
三
七
）
年 

 
 
 
 

九
月
二
三
日 

 

五
九
歳 
実
任
に
法
を
授
け
る
。
（
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』
、
『
真
言
付
法
血
脈
図
』
、
『
伝

法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
） 

永
治
二
／
康
治
元
（
一
一
四
二
）
年 

一
月 

 
 
 
 

六
四
歳 

「
真
言
院
後
七
日
御
修
法
」
（
導
師
寛
信
）
に
伴
僧
（
息
災
護
摩
）
と
し
て
出
仕
す

る
。
（
『
覚
禅
抄
』
「
後
七
日
」
、
『
永
治
二
年
真
言
院
御
修
法
記
』
、
『
御
修
法

記
』
） 

康
治
二 
 
 
 

（
一
一
四
三
）
年 

 
 
 
 

五
月
二
六
日 

 

六
五
歳 

こ
の
夜
二
条
院
誕
生
御
産
御
修
法
不
動
法
の
導
師
を
勤
め
る
。
（
『
御
産
部
類
記
』
） 

 
 
 
 

五
月
二
九
日 

 
 
 
 
 

再
び
、
同
院
誕
生
御
産
御
仏
供
養
正
観
音
の
導
師
を
勤
め
る
。
（
『
御
産
部
類
記
』
） 

康
治
三
／
天
養
元
（
一
一
四
四
）
年 
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一
月
八
日 

 
 

六
六
歳 

「
寅
時
印
信
」
を
書
写
す
る
。
（
『
四
巻
鈔
』
） 

久
安
四 

 
 
 

（
一
一
四
八
）
年 

 
 
 
 

十
一
月
二
二
日 

七
〇
歳 

『
六
度
集
経
』
第
八
巻
を
観
林
に
命
じ
て
書
写
せ
し
め
る
（
『
六
度
集
経
』
全
八
巻
、

こ
の
頃
同
時
一
括
の
書
写
か
）
。
（
『
石
山
寺
の
研
究 

一
切
経
編
』
第
二
七
箱
一

号
～
八
号
） 

仁
平
二 

 
 
 

（
一
一
五
二
）
年 

七
月
一
日 

 
 

七
四
歳 

良
弘
に
灌
頂
を
授
け
る
。
（
『
真
言
付
法
血
脈
図
』
、
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』
、

『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』
） 

久
寿
二 

 
 
 

（
一
一
五
五
）
年 

十
月
十
九
日 

 

七
七
歳 
散
位
高
階
の
業
盛
に
命
じ
て
『
長
阿
含
経
』
第
十
六
巻
を
書
写
せ
し
め
る
（
『
長
阿

含
経
』
全
二
十
二
巻
、
こ
の
頃
同
時
一
括
の
書
写
か
）
。
（
『
石
山
寺
の
研
究 

一

切
経
編
』
第
四
三
箱
三
八
号
～
五
九
号
） 

久
寿
三
／
保
元
元
（
一
一
五
六
）
年 

四
月
二
三
日 

 

七
八
歳 

醍
醐
寺
沙
門
尊
忠
に
『
出
家
功
徳
経
』
を
書
写
せ
し
め
る
。
（
『
石
山
寺
の
研
究 

一

切
経
編
』
五
一
箱
七
号
） 

八
月
十
八
日 

 
 
 
 
 

賢
朝
に
命
じ
て
『
摩
訶
僧
祗
律
』
第
二
一
巻
を
書
写
せ
し
め
る
（
『
摩
訶
僧
祗
律
』

全
四
〇
巻
、
こ
の
頃
同
時
一
括
の
書
写
か
）
。
『
石
山
寺
の
研
究 

一
切
経
編
』
第

五
一
箱
四
八
号
～
六
七
号
・
第
五
二
箱
一
号
～
二
〇
号
） 

十
月
二
二
日 

 
 
 
 
 

実
任
に
「
作
法
（
題
未
詳
）
」
を
伝
授
す
る
。
（
『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
』

������������
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第
二
巻 

五
三
箱
八
五
号
） 

十
二
月
十
二
日 

 
 
 
 

興
然
に
「
光
明
真
言
法
」
を
伝
授
す
る
。
（
『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
』
第
二

巻 

四
部
五
三
箱
三
六
五
号
） 

保
元
三 

 
 
 

（
一
一
五
八
）
年 

八
月
十
日 

 
 

八
〇
歳 

賢
信
に
勝
覚
が
修
し
た
「
祈
雨
孔
雀
経
御
修
法
」
に
つ
い
て
語
る
。
（
『
永
久
五
年

祈
雨
日
記
』
、
『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
』
第
一
巻 

一
部
一
三
七
号
・
二
部

一
八
四
号
・
一
九
四
号
） 

十
月
二
五
日 

 
 
 
 
 

興
然
に
「
舍
利
法
」
を
伝
授
す
る
。
（
『
四
巻
』
・
『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
』

第
四
巻 

第
四
部
第
一
五
六
箱
九
号
［
七
］
・
第
二
〇
一
箱
二
号
［
二
六
］
） 

十
二
月
二
一
日 

 
 
 
 

興
然
に
「
如
法
尊
勝
法
」
を
伝
授
す
る
。
（
『
四
巻
』
） 

保
元
四
／
平
治
元
（
一
一
五
九
）
年 

一
月
二
十
日 
 

八
一
歳 

勧
進
一
切
経
の
た
め
に
乗
暁
に
対
し
『
衆
事
分
阿
毘
曇
論
』
第
六
巻
の
書
写
を
勧
め

る
。
乗
暁
、
こ
れ
を
醍
醐
寺
宝
蓮
院
お
い
て
書
写
す
る
（
『
衆
事
分
阿
毘
曇
論
』
全

十
二
巻
、
こ
の
頃
同
時
一
括
の
書
写
か
）
。
（
『
石
山
寺
の
研
究 

一
切
経
編
』
第

六
一
箱
一
号
～
一
二
号
） 

二
月
十
一
日 

 
 
 
 
 

こ
の
頃
、
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
全
六
〇
巻
を
良
勝
勧
進
一
切
経
の
う
ち
と
し
て
書

写
さ
れ
る
（
第
一
巻
欠
本
）
。
（
『
石
山
寺
の
研
究 

一
切
経
編
』
第
六
一
箱
一
三

号
～
五
一
号
・
第
六
二
箱
一
号
～
一
九
号
） 

永
暦
二
／
応
保
元
（
一
一
六
一
）
年 
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一
月
十
九
日 

 

八
三
歳 

勧
進
一
切
経
の
た
め
誂
え
て
『
成
実
論
』
第
六
巻
を
教
運
に
書
写
せ
し
め
る
。
（
『
成

実
論
』
全
十
六
巻
、
こ
の
頃
同
時
一
括
の
書
写
か
）
。
（
『
石
山
寺
の
研
究 

一
切

経
編
』
第
六
九
箱
一
号
～
一
六
号
） 

 

年
次
不
明
の
事
績 

寛
信
が
修
法
し
た
「
法
華
法
」
で
護
摩
を
勤
仕
す
る
。
（
『
覚
禅
鈔
』
「
法
華
秘
決
」
・

『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
』
第
四
巻 

第
四
部
第
一
七
三
箱
一
〇
号
八
・
一
四
・

二
〇
号
一
〇
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

興
然
に
「
千
手
敬
愛
法
」
を
伝
授
す
る
。
（
『
秘
鈔
問
答
』
） 

   

註 

（
１
） 

拙
稿
『
勧
修
寺
大
法
房
実
任
に
お
け
る
法
流
授
受
と
年
譜
』
『
智
山
学
報
』
第
六
四
輯
［
二
〇
一
五
］ 

（
２
） 

柴
田
賢
龍
『
日
本
密
教
人
物
事
典 

醍
醐
僧
伝
探
訪
』
上
巻
［
二
〇
一
〇
、
国
書
刊
行
会
刊
］
一
六
五
～
一
七
一
頁 

（
３
）
『
伝
燈
広
録
』
後
第
二
巻 

『
続
真
言
宗
全
書
』
第
三
三
巻 

四
九
三
頁
上 

（
４
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
六
〇
巻
上 

『
尊
卑
分
脈
』
第
三
篇 
三
八
一
～
三
八
二
頁
、
四
七
〇
～
四
七
一
頁 

（
５
）
『
増
補
史
料
大
成
』
第
一
二
巻
『
中
右
記
』
第
四
巻 

天
永
二
年
四
月
二
四
日
条 

四
一
頁
下 

（
６
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
五
三
巻 

『
公
卿
補
任
』
第
一
編 

三
六
四
頁
上 

（
７
） 

醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』 

築
島
裕
「
醍
醐
寺
蔵
本
「
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
」
」
『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
一

号
［
一
九
七
八
］ 

四
五
頁 

（
８
）
『
醍
醐
雑
事
記
』
下
巻
第
五 

中
島
俊
司
編
『
醍
醐
雑
事
記
』
［
一
九
三
一
、
醍
醐
寺
刊
］ 
一
五
六
～
一
五
七
頁 
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（
９
）
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
第
一
三
巻 

醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
編
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
下
巻
［
一
九
九
一
、
法
蔵
館
刊
］ 

八
五
三
頁 

（
10
）
『
尊
卑
分
脈
』 

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
六
〇
巻
上 

『
尊
卑
分
脈
』
第
三
篇 

四
七
〇
頁 

（
11
）
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』 

『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
五
巻 

一
二
頁
上
、
一
三
頁
上
～
下 

（
12
） 
醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』 

築
島
裕
「
醍
醐
寺
蔵
本
「
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
」
」
『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
一

号
［
一
九
七
八
］ 

九
三
頁 

（
13
） 

東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
真
言
付
法
血
脈
図
』 

湯
浅
吉
美
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
真
言
付
法
血
脈
図
』
の
翻
刻
」
『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』

第
二
九
号
［
二
〇
〇
六
］ 

七
二
～
七
三
頁 

（
14
）
『
血
脈
類
集
記
』
第
五
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻 

一
二
〇
頁
下 

良
勝
の
名
が
実
任
で
あ
る
と
の
指
摘
は
柴
田
賢
龍
氏
『
日
本
密
教
人
物
事
典
』

［
二
〇
一
〇
、
国
書
刊
行
会
刊
］
の
興
然
の
項
目
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。 

（
15
）
『
四
巻
』
第
一
巻 

『
大
正
蔵
』
第
七
八
巻 

七
八
二
頁
中 

（
16
）
『
祈
雨
日
記
』 

『
続
群
書
類
集
』
第
二
五
輯
下 

二
三
八
頁
下
～
二
四
〇
頁
上 

（
17
）
『
醍
醐
雑
事
記
』
下
巻
第
三 

中
島
俊
司
編
『
醍
醐
雑
事
記
』
［
一
九
三
一
、
醍
醐
寺
刊
］ 

八
六
頁 

（
18
）
『
醍
醐
寺
雑
事
記
』 

『
群
書
類
従
』
第
二
五
輯
下 

四
六
七
頁
下 

（
19
）
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
第
六
巻 

醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
編
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
上
巻
［
一
九
九
一
、
法
蔵
館
刊
］ 

三
四
八
～
三
四
九
頁 

（
20
） 

国
立
歴
史
民
族
博
物
館
所
蔵
「
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
」
Ｈ
・
七
四
三
・
一
三
七
『
醍
醐
寺
有
識
補
任
』
五
頁 

国
立
歴
史
民
族
博
物
館
架
蔵
の

影
写
版
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
版
を
確
認
し
た
。 

（
21
） 

石
山
寺
文
化
財
総
合
調
査
団
編
『
石
山
寺
の
研
究 

一
切
経
編
』
［
一
九
七
八
、
法
蔵
館
刊
］ 

第
六
九
箱
六
号 

六
七
〇
頁 

（
22
）
『
真
言
附
法
本
朝
血
脈
』 

『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
五
巻 
一
二
頁
上
、
一
三
頁
上 

（
23
） 

東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
伝
法
灌
頂
相
承
略
記
』 

湯
浅
吉
美
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
伝
法
灌
頂
相
承
略
記
』
（
兼
意
撰
）
の
翻
刻
」
『
成
田
山
仏
教

研
究
所
紀
要
』
第
三
四
号
［
二
〇
一
一
］ 

一
〇
四
頁 

（
24
） 

東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
真
言
付
法
血
脈
図
』 

湯
浅
吉
美
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
真
言
付
法
血
脈
図
』
の
翻
刻
」
『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第

二
九
号
［
二
〇
〇
六
］ 

七
〇
頁 

（
25
）
『
真
言
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』 

『
仁
和
寺
史
料
』
第
四
集
「
記
録
篇
」
二
四
頁 

（
26
）
『
血
脈
類
集
記
』
第
四
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻 

一
〇
二
頁
下 

（
27
） 

醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』 

築
島
裕
「
醍
醐
寺
蔵
本
「
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
」
解
題
」
『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』
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第
一
号
［
一
九
七
八
］ 

八
二
頁 

（
28
）
『
野
沢
血
脈
集
』
第
一
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻 

三
五
三
頁
下
・
同
第
二
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
三
九
巻 

四
〇
〇
頁
上
、
四
〇
一
頁
下 

（
29
）
『
儼
避
羅
鈔
』
第
一
三
巻 

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
五
二
巻 

四
七
七
頁
下
・
同
第
一
四
巻 

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
五
二
巻 

四
七
九
頁
上
、
四

九
一
頁
下
～
四
九
二
頁
上 

（
30
）
『
四
巻
鈔
』
上
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
一
巻 

二
二
九
頁
上
、
二
三
五
頁
下 

（
31
）
『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』 

『
真
言
宗
全
書
』
第
二
七
巻 

三
四
一
頁
上
、
三
四
五
頁
上 

（
32
）
『
三
十
六
流
大
事
』 

『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
五
巻 

四
一
一
頁
下 

（
33
）
『
儼
避
羅
鈔
』
第
一
四
巻 

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
五
二
巻 

四
八
九
頁
下 

（
34
） 

『
四
巻
鈔
』
上
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
一
巻 

二
五
三
頁
下
・
同
中
巻
『
真
言
宗
全
書
』
第
三
一
巻 

二
六
二
頁
下
、
二
七
二
頁
上
、
同
下
巻 

『
真

言
宗
全
書
』
第
三
一
巻 
三
一
四
頁
下 

（
35
）
『
儼
避
羅
鈔
』
第
一
四
巻 

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
五
二
巻 

四
八
六
頁
上
～
四
八
八
頁
上 

（
36
）
『
四
巻
鈔
』
中
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
一
巻 

二
六
九
頁
上 

（
37
）
『
密
宗
血
脈
鈔
』
下
巻 

『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
五
巻 

三
五
九
頁
下
～
三
六
〇
頁
上 

（
38
）
『
安
流
伝
授
紀
要
』
第
二
七
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
五
巻 

二
〇
一
頁
上
～
下 

（
39
）
『
四
巻
鈔
』
中
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
一
巻 
二
五
六
頁
上
、
二
七
〇
頁
下
、
二
七
三
頁
上 

（
40
）
『
本
朝
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』 

『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
一
九
「
醍
醐
寺
文
書
之
一
」 

三
七
四
頁 

（
41
）
『
血
脈
記
』 

『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
五
巻 

一
三
一
頁
下 

（
42
）
『
安
流
伝
授
紀
要
』
第
四
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
四
巻 
三
三
〇
頁
上 

（
43
）
『
四
巻
』
第
二
巻 

『
大
正
蔵
』
第
七
八
巻 

七
八
九
頁
中 

（
44
）
『
覚
禅
鈔
』
第
八
〇
巻
「
愛
染
法
」
上 

『
大
正
蔵
』
「
図
像
部
」
第
五
巻 

二
二
八
頁
下
～
二
二
九
頁
上 

（
45
） 

石
山
寺
文
化
財
総
合
調
査
団
編
『
石
山
寺
の
研
究 

深
密
蔵
聖
教
編
』
上
［
一
九
九
一
、
法
蔵
館
刊
］ 

第
一
五
箱
二
号
［
三
］
（
一
一
） 

八
〇
頁
・

九
六
箱
一
一
号
［
四
］
・
［
五
］
・
［
六
］ 

五
一
七
頁 

（
46
） 

高
山
寺
典
籍
文
書
総
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
』
第
三
巻 

第
四
部
第
七
三
箱
三
号
［
二
二
］ 

二
八
頁
・
第
八
九
箱
一
二
号
［
二

五
］ 

三
六
〇
～
三
六
一
頁
・
第
四
部
第
九
七
箱
七
五
号 

五
七
六
頁
・
同
第
四
巻 
第
四
部
第
一
二
四
箱
七
号
［
九
四
］ 

五
七
頁 

（
47
）
『
覚
禅
鈔
』
第
一
三
三
巻
「
後
七
日
」
中 

『
大
正
蔵
』
「
図
像
部
」
第
五
巻 

六
六
八
頁
下
・
六
六
九
頁
中 
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（
48
） 

永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』 

横
井
清 

「
永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』
」
『
立
命
館
文
学
』
第
二
一
〇
号
［
一
九
六
二
］ 

四
八
～
四
九
頁 

（
49
）
『
安
流
伝
授
紀
要
』
第
一
〇
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
三
四
巻 

四
三
七
頁
下 

（
50
） 
拙
稿
『
勧
修
寺
大
法
房
実
任
に
お
け
る
法
流
受
授
と
年
譜
』 

『
智
山
学
報
』
六
四
輯
［
二
〇
一
五
］ 

（
51
） 
大
正
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
真
言
宗
付
法
血
脈
』 

苫
米
地
誠
一
「
大
正
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
真
言
宗
付
法
血
脈
』
紹
介
と
翻
刻
『
川
勝
守
・
賢

亮
博
士
古
稀
記
念
東
方
学
論
集
』
［
二
〇
一
三
、
汲
古
書
院
刊
］ 

四
四
九
頁 

（
52
） 

東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
三
国
相
承
秘
密
伝
法
一
門
血
脈
』 

湯
浅
吉
美
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
三
国
相
承
秘
密
伝
法
一
門
血
脈
』
の
翻
刻
」
『
成

田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第
二
八
号
［
二
〇
〇
五
］ 

九
二
頁 

（
53
）
『
覚
禅
鈔
』
第
二
〇
巻
「
請
雨
法
」
中 

『
大
正
蔵
』
「
図
像
部
」
第
四
巻 

六
〇
三
頁
上 

『
覚
禅
鈔
』
で
は
五
月
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
史
料
で

は
六
月
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
『
覚
禅
鈔
』
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。 

（
54
）
『
永
久
五
年
請
雨
経
法
記
』 

『
続
群
書
類
従
』
第
二
五
輯
下 

三
一
三
頁
下 

（
55
）
『
永
久
五
年
祈
雨
日
記
』 

『
続
群
書
類
従
』
第
二
五
輯
下 

二
八
三
頁
上 

（
56
）
『
秘
鈔
問
答
』
第
六
巻 

『
大
正
蔵
』
第
七
九
巻 

三
九
九
頁
中
～
下 

（
57
）
『
永
久
五
年
祈
雨
日
記
』 

『
続
群
書
類
従
』
第
二
五
輯
下 

二
八
六
頁
下
～
二
八
七
頁
上 

（
58
） 

東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
東
寺
血
脈
（
小
野
／
本
・
末
）
』
（
真
言
付
法
相
承
血
脈
次
第
） 

湯
浅
吉
美
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
東
寺
血
脈
小
野
本
・

末
』
（
東
寺
付
法
相
承
血
脈
次
第
）
の
翻
訳
」
『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第
三
二
号
［
二
〇
〇
五
］ 

二
一
三
頁 

（
59
）
『
血
脈
類
集
記
』
第
四
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻 

一
一
二
頁
上 

（
60
） 

醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』 

築
島
裕
「
醍
醐
寺
蔵
本
「
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
」
」
『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
一

号
［
一
九
七
八
］ 

六
三
頁 

（
61
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
六
〇
巻
上 

『
尊
卑
分
脈
』
第
三
篇 
四
七
〇
～
四
七
一
頁 

（
62
）
『
野
沢
大
血
脈
』 

『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
五
巻 

五
三
頁
上 

（
63
）
『
密
宗
血
脈
鈔
』
下
巻 

『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
五
巻 

三
五
六
頁
下 

（
64
） 

永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』 

横
井
清 

「
永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』
」
『
立
命
館
文
学
』
第
二
一
〇
号
［
一
九
六
二
］ 

五
一
～
五
二
頁 

（
65
） 

大
正
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
真
言
宗
付
法
血
脈
』 

苫
米
地
誠
一
「
大
正
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
真
言
宗
付
法
血
脈
』
紹
介
と
翻
刻
『
川
勝
守
・
賢

亮
博
士
古
稀
記
念
東
方
学
論
集
』
［
二
〇
一
三
、
汲
古
書
院
刊
］ 

四
五
一
頁 

（
66
） 

東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
相
承
略
記
』 

湯
浅
吉
美
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
伝
法
灌
頂
相
承
略
記
』
（
兼
意
撰
）
の
翻
刻
（
そ
の
二
）
」

� �$"�



 

『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第
三
四
号
［
二
〇
一
一
］ 

九
一
頁 

（
67
） 

東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
東
寺
血
脈
（
小
野
／
本
・
末
）
』
（
真
言
付
法
相
承
血
脈
次
第
） 

湯
浅
吉
美
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
東
寺
血
脈
小
野
本
・

末
』
（
東
寺
付
法
相
承
血
脈
次
第
）
の
翻
訳
」
『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第
三
二
号
［
二
〇
〇
五
］ 

二
〇
三
頁 

（
68
）
『
血
脈
類
集
記
』
第
四
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻 

一
一
四
頁
上 

（
69
） 

醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』 

築
島
裕
「
醍
醐
寺
蔵
本
「
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
」
」
『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
一

号
［
一
九
七
八
］ 

四
五
頁 

（
70
） 

東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
本
『
三
国
相
承
秘
密
伝
法
一
門
血
脈
』 

湯
浅
吉
美
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
三
国
相
承
秘
密
伝
法
一
門
血
脈
』
の
翻
刻
」
『
成

田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第
二
八
号
［
二
〇
〇
五
］ 

九
九
頁 

（
71
）
『
血
脈
私
抄
』
下
巻 
『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
五
巻 

一
七
四
頁
上 

（
72
）
『
密
宗
血
脈
鈔
』
中
巻 
『
続
真
言
宗
全
書
』
二
五
巻 

三
二
二
頁 

（
73
）
『
続
伝
燈
広
録
』
第
八
巻 

『
続
真
言
宗
全
書
』
三
三
巻 

四
一
一
頁
上 

（
74
）
『
野
沢
血
脈
集
』
第
二
巻 

『
真
言
宗
全
書
』
三
九
巻 

三
六
七
頁
上 

（
75
） 

永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』 

横
井
清
「
永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』
」
『
立
命
館
文
学
』
第
二
一
〇
号
［
一
九
六
二
］ 

五
五
頁 

（
76
）
『
権
律
師
寛
信
授
灌
頂
於
両
人
記
』 

『
真
言
宗
全
書
』
第
二
七
巻 

九
七
頁
上
、
九
八
頁
上 

（
77
）
『
血
脈
類
集
記
』
巻
五 

『
真
言
宗
全
書
』
三
九
巻 

一
一
九
頁
上 

（
78
）
『
覚
禅
鈔
』
第
二
三
巻
「
法
華
法
」
中 

『
大
正
蔵
』
「
図
像
部
」
第
四
巻 

六
三
二
頁
下 

（
79
）
『
覚
禅
鈔
』
第
一
三
二
巻
「
後
七
日
」
上 

『
大
正
蔵
』
「
図
像
部
」
第
五
巻 

六
五
五
頁
中
、
六
五
九
頁
上 

（
80
）
『
永
治
二
年
真
言
院
御
修
法
記
』 

『
続
群
書
類
従
』
第
二
五
輯
下 

一
三
六
頁
下 

（
81
） 

永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』 

横
井
清 

「
永
観
文
庫
蔵
『
御
修
法
記
』
」
『
立
命
館
文
学
』
第
二
一
〇
号
［
一
九
六
二
］ 

六
〇
頁 

（
82
） 

醍
醐
寺
蔵
本
『
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
』 

築
島
裕
「
醍
醐
寺
蔵
本
「
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
」
解
題
」
『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』

第
一
号
［
一
九
七
八
］ 

九
三
頁 

（
83
） 

石
山
寺
文
化
財
総
合
調
査
団
編
『
石
山
寺
の
研
究 

一
切
経
編
』
［
一
九
七
八
、
法
蔵
館
刊
］ 

第
五
一
箱
七
号 

四
七
六
頁 

（
84
） 

石
山
寺
文
化
財
総
合
調
査
団
編
『
石
山
寺
の
研
究 

一
切
経
編
』
［
一
九
七
八
、
法
蔵
館
刊
］ 

第
五
二
箱
一
号 

四
九
一
頁 

（
85
） 

石
山
寺
文
化
財
総
合
調
査
団
編
『
石
山
寺
の
研
究 

一
切
経
編
』
［
一
九
七
八
、
法
蔵
館
刊
］ 

附
第
四
箱
一
〇
六
号 

七
九
五
頁 
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